
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１月１４日 ００時１０分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島
みやこじま

市伊良部
い ら ぶ

島北方沖の浅礁  

 宮古島市所在の佐良浜
さ ら は ま

港第１防波堤南灯台から真方位３０８°２.

５海里付近 

 （概位 北緯２４°５１.６′ 東経１２５°１０.９′） 

事故調査の経過  平成２５年１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が行方不明のため

行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー TJ88（モンゴル国籍）、９９トン 

 ３１６１１２８３、ARIMCO MARINE SERVICES PTE LTD（シンガポー

ル共和国） 

 ２９.３０ｍ（Lr）×７.３０ｍ×２.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２９４.１kＷ、１９８３年２月 

 乗組員等に関する情報 船長（ミャンマー連邦共和国籍） 男性 ４６歳 

 免状不詳 

 死傷者等 死亡 １人（機関長）、行方不明 １人（船長） 

 損傷 不詳 

 事故の経過  本船は、売船され、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、シンガポ

ール共和国に向けて宮古島付近を航行中、船長が、ナブテックス受信

機及び衛星電話で気象情報を入手したところ、低気圧が接近している

ことを知り、伊良部島北方沖に錨泊した。 

 船長は、守錨当直中、走錨していることに気付き、機関を始動し、

揚錨して再度投錨しようとしたが、揚錨できず、本船は、風浪に圧流

され、平成２５年１月１４日００時１０分ごろ伊良部島北方沖の浅礁

に乗り揚げた。 

 船長は、離礁しようとしたが、離脱することができなかったので、

退船することを決め、海上保安庁に救助を求めた。 

船長は、乗組員に退船方法を指示することなく、救命胴衣を着用し

て最初にロープを使い、海に入った。 

４人の乗組員は、救命胴衣を着用して岩場に泳ぎ着き、また、１人
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の乗組員は、救命胴衣を着用して救命ボートで待避していたところ、

来援した海上保安庁の巡視艇に救助された。 

機関長は、海上保安庁の航空機により、宮古島市佐良浜漁港防波堤

沖で漂流しているところを発見され、救助されて宮古島市所在の宮古

空港へ搬送されたが、死亡が確認され、死因は溺死であった。 

船長は、行方不明になった。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 ７、視界 不良 

海象：波高 約４ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

宮古島市には強風注意報及び波浪注意報が発表されていた。 

 その他の事項  本船は、日本近海の海図を備えていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、伊良部島北方沖で錨泊中、船長が、守錨当直中に走錨に気

付き、転錨しようとしたものの、揚錨できなかったことから、風浪に

圧流され、伊良部島北方沖の浅礁に乗り揚げたものと考えられる。  

機関長は、佐良浜漁港防波堤沖で漂流しているところを発見され、

救助されたが、死亡したものと考えられる。 

船長は、救命胴衣を着用して最初に海に入ったが、行方不明になっ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、伊良部島北方沖で錨泊中、船長が、守錨当直中に

走錨に気付き、転錨しようとしたものの、揚錨できなかったため、風

浪に圧流され、伊良部島北方沖の浅礁に乗り揚げたことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・気象情報を入手し、予測される風に対して適切な錨地の選定を行

い、天候の悪化が予想される場合には、機関をいつでも使用でき

る状態にしておくこと。 

 


